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商品名等
（電気用品名等）

介護用温風送風機・マット

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　就寝用マット内部に適温の送風を行い、寝たきりの人の床ずれ等を防止するもの
である。マット内部の除湿等を行う機能も有している。

○構造、仕様、意匠
　送風装置はコントロール回路、電動機、電熱装置等より構成され、コントロー
ルされた温風（送風のみも可）をホースを通して専用マット内へ送る。
　送風装置の製造者と専用マットの製造者はそれぞれ別事業者であるが、両製品
は組み合わせて販売される。
　　定格：１００Ｖ、２８０Ｗ（電動機３０Ｗ、電熱装置２５０Ｗ）

○ 主な使用者、販売先
一般家庭

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気乾燥機」として取
り扱う。

（理由）
　就寝用マット内部の除湿・乾燥を行うものなので、特定電気用品以外の電気用品
中、電動力応用機械器具の「電気乾燥機」として取り扱うのが妥当と判断する。


